
 

 

参考資料                                         

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

           新 

 

           旧 

（期末手当） 

第１６条の４ 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２０を乗じて得た額に、基準日以前６

箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２０」とある

のは「１００分の６７．５」とする。 

４～６ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（期末手当） 

第１６条の４ 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２７．５を乗じて得た額に、基準日以

前６箇月以内の期間におけるその者の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２７．５」と

あるのは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ 略 

 

 



 

 

 


